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私たち税理士法人中央青山は、全世界148

カ国に13万人のスタッフを擁する世界最大

級の会計事務所プライスウォータハウスク

ーパース(www.pwc.com)の日本におけるメ

ンバーファームです。日本最大級のタック

スアドバイザーとして、公認会計士、税理

士等約300人のスタッフから成る専門家集

団です。 

 

 

このニュースレターは、IRSのルーリングを

お知らせする目的で作成しております。こ

のJapan Tax Updateに基づき、具体的な

決定を下される前に、プライスウォーター

ハウスクーパースの担当者にご確認され

ることをお勧めいたします。 
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IRS-新会社法に基づく特例有限会社に対し 

米国のチェック・ザ・ボックス・ルールの適用を認める 
 

平成17年12月19日、IRSは平成18年5月に施行が予定されている新た

な会社法における「特例有限会社」に対し、従来の有限会社と同様、

チェック・ザ・ボックス・ルールの適用を認める旨のルーリングを公表し

ました。今回のルーリングは、プライスウォーターハウスクーパース

（東京事務所）のレイモンド・カーンおよびマーク・リムならびにアラン・

フィッシェル（ワシントン事務所、国際税務部門）の働きかけや業界団

体からの要求に応じて、IRSが公表したものです。 

 

平成17年7月26日、法務省から現行の複雑な会社法を簡素化し、会

社に係る各種の制度のあり方について弾力的な対応を図ることを目

的として、新たな会社法が公表されました。新たな会社法および省令

（以下、「新会社法」）は、平成18年5月に施行が予定されています。 

 

新会社法においては、有限会社が廃止され、株式会社と有限会社と

が新たな会社類型として統合されました。新会社法施行時に存在す

る有限会社（以下、「旧有限会社」）は、新会社法施行後、新会社法上

の株式会社として存続し、「特例有限会社」と称されます。 

 

上記のとおり、「特例有限会社」は、新会社法において株式会社として

存続します。株式会社は米国税務上、”Per-se Corporation”（いわゆ
る、法人格を有する法人）として取り扱われるため、チェック・ザ・ボック

ス・ルールを適用し、税務上のパス・スルーの取扱いを選択すること

ができません。したがって、IRSから明確なガイドラインが出される前

は、旧有限会社の法的取扱いが改定されることに伴い、旧有限会社

が既にチェック・ザ・ボックス・ルールを利用して選択した取扱いが無

効になり、「特例有限会社」は、今後チェック・ザ・ボックス・ルールが適

用できなくなるのではないかという点が非常に懸念されていました。 
 
IRSが「特例有限会社」についての明確なルールを公表しない場合、
「特例有限会社」は、米国税務上、自動的に「法人」として取り扱わ

れ、日本において事業を行う数多くの米国投資家に多大な税負担を

強いることになりかねませんでした。 
 
しかしながら、プライスウォーターハウスクーパースの働きかけや業

界団体からの多数の要望を受け、業界の置かれている状況、新会社

法における取扱いや日本に投資する米国納税者に対する影響等を

IRSと話し合った結果、IRSは、新会社法において「特例有限会社」と 
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して取り扱われる旧有限会社がチェック・ザ・ボックス・ルールにより行った選択は、引き続きその効力を有することを

認める旨のルーリング2006-3を公表しました。 
 
Text of Revenue Ruling 2006-3（英語原文） 
次ページをご参照ください。 
 
 
Treasury Website: 
 
http://www.treas.gov/press/releases/js3053.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
詳しい情報につきましては、下記の担当者にご連絡ください。 
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